
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、
特別永住者証明書、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免
許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航
空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運行管理者技能検定合
格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、
教習資格認定証、運転経歴証明書（平成24年4月1日以後に交付
されたものに限る。）、電気工事士免状、特種電気工事資格者
認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、
警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、公務員の写真付き
身分証明書、精神障害者保健福祉手帳

イ

離婚届の書き方
黒ボール又は黒インクでかい書で書いてください。
消せるボールペンは使用しないでください。

1 . ご持参いただくもの
〇離婚届書

     〇本人確認を行うため、次の書類をお持ちください。
●イの書類は１点お持ちください

●イをお持ちでない場合は次の書類を２点（ロ＋ハ）または
（ロ＋ロ）をお持ちください。

国民健康保険・健康保険・船員保険・国家公務員共済組合・地
方公務員共済組合若しくは私立学校教員共済制度の資格確認書
（書面によって作成されたものに限る。）、介護保険の被保険
者証、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共
済年金・恩給の証書

ロ

写真付き学生証、民間法人が発行した写真付き身分証明書、
国・地方公共団体の機関が発行した写真付き資格証明書（イに
掲げるものを除く）

ハ

イ、ロ、ハの書類がない場合は習志野市役所から届出人あて
に確認書類を送付します。

〇裁判離婚の場合
     調停離婚のとき 調停証書の謄本

審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき 和解調書の謄本
認諾離婚のとき 認諾調書の謄本
判決離婚のとき 判決書の謄本と確定証明書

〇マイナンバーカード
（お持ちの方で、離婚届出によって氏名等に変更のある方）

2 . 届出人
〇協議離婚の場合は夫と妻になります。

     〇裁判離婚の場合は調停もしくは審判の申立人又は
訴えを起こした人になります。届け出期間は裁
判確定の日から10日以内です。

離婚届を提出する時に住民登録をしている住所を書
いてください。
住所を変更される場合は、住民移動届の手続きが必
要です。

婚姻中の本籍を書いてください。
外国人のうち、次の地域の法を本国法とする人は、
国籍に変えて地域を記載することができます。
1 台湾
2 パレスチナ（ヨルダン川西岸地区及びガザ地区）

習志野 太郎 習志野 花子

ナラシノ

〇 〇 〇 昭和 〇 〇 〇

タロウ ナラシノ ハナコ

昭和

〇〇県〇〇市鷺沼

４丁目２番１－１０
１号

〇〇県〇〇市鷺沼４丁目２

習 志野太郎
習 志野一郎

習 志野良子

千葉和夫

千葉恵子長 二

習 志野咲子

〇〇県〇〇市若葉町１２５ 千葉花子

習志野吾郎

習志野六子

習志野七郎

０４７ ４５１ × × × ×

〇

０４７ ４５１ × × × ×

〇 〇

(4)欄は次のように記入してください。

①婚姻前の氏に戻る場合

ⅰ）婚姻前の元の戸籍に戻る場合
戻る本籍と戸籍の筆頭者氏名を記入

ⅱ）自分で新しい戸籍を作る場合
希望する本籍と婚姻前の氏名を記入

②現在の氏を名のる場合
現在の氏で新しい戸籍をつくる

(4)欄は記入せず離婚届と同時に「離
婚の際に称していた氏を称する届を
提出してください。

夫婦の間に未成年の子がいる場合は協議で親権者を
決め、①②③いずれかの欄に子の氏名を記載してく
ださい。
協議で親権者が決まらず、親権者の指定を求める家
事裁判又は家事調停の申し立てをしている場合は、
④の欄に子の氏名を記載してください。

昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してくだ
さい。

右面の書き方は
裏面をご参照ください。

①

②

③

④

協議で親権者を決めた場合、必ず チェックを入れ
てください。



平成〇 〇 令和〇 〇

〇〇県〇〇市津田沼1丁目２ ３

習 志 野 市 役 所
市民課 戸籍係

047-451-1151（代表）

お問い合わせ

習 志 野 太 郎 習 志 野 花 子

習 志 野 一 郎
昭和 〇 〇 〇

〇〇県〇〇市鷺沼

１丁目１番１号

〇〇県〇〇市〇〇町

１０５４

千 葉 和 夫
昭和 〇 〇 〇

〇〇県〇〇市若葉町

１２５番地

〇〇県〇〇市〇〇町

２丁目５

未成年の子がいる場合は、それぞれの項
目について、
該当する方に チェックを入れてください。

国勢調査の年のみ記入してください。

協議離婚のときのみ成年の証人が2人必
要です。
署名は証人が自署してください。
押印は任意です。

婚姻中の氏名で各自署名してください。
裁判離婚の場合は申立人又は訴えを起こ
した人が署名してください。
押印は任意です。
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